
工事中の建築物の仮使用に関する基準 

 

（趣旨） 

第１  この基準は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７条の６の規定に基づき工事中の建

築物を仮使用する場合（以下「建築物の仮使用時」という。）の防火安全対策に関し、必要な事項を

定めるものとする。 

（消防用設備等の機能の確保） 

第２  建築物の仮使用時には、消防法（昭和２３年法律第１８６号。以下「法」という。）第１７条の

規定に基づく消防用設備等又は特殊消火設備等（以下、「消防用設備等」という。）を設置し、及び

維持するものとする。この場合において、施工上やむを得ずその機能を停止するときは、工事内容

等の状況に応じ、次に掲げる必要な措置を講じるものとする。 

（１）機能を停止する消防用設備等の種類、停止する時間及び停止する部分は、必要最少限度とする

こと。 

（２）自動火災報知設備、非常警報設備及び誘導灯の機能の確保に支障が生じる場合は、仮設工事に

より仮使用部分の当該機能を確保すること。 

（３）消火器、非常警報器具、避難器具及び誘導標識の機能の確保に支障が生じる場合は、当該機能

が確保できる場所に移設すること。 

（４）屋内消火栓設備、屋外消火栓設備及び動力消防ポンプ設備の機能を停止する場合は、消火器等

を増強すること。 

（５）スプリンクラ－設備、水噴霧消火設備等、連結散水設備及び連結送水管の機能を停止する場合

は、大型消火器又は屋内消火栓設備のホ－スを増加する等、他の消火設備を強化すること。 

（６）消防用設備等の機能を停止させる工事は、営業時間等以外の時間に行うこと。ただし、ホテル、

病院等のように営業時間が２４時間であるものにあっては昼間に工事すること。 

（防火管理及び避難管理） 

第３  建築物の仮使用時には、次に掲げる防火管理及び避難管理を行うものとする。 

（１）法第８条及び第８条の２の規定に基づき防火管理者又は統括防火責任者を定めるとともに、工

事中に使用する防火対象物としての消防計画を作成すること。 

（２）工事施工部分の各種作業に対しては、豊田市火災予防条例（昭和４８年条例第５１号）第２８

条の規定に基づき適切な火災予防措置を講ずること。 

（３）工事施工部分に持ち込む可燃物及び危険物は最小限度とし、適切に取扱うこと。 

（４）工事用シ－トは、防炎性能を有するものを使用すること。 

（５）工事施工部分の整理・整頓を徹底すること。 

（６）仮使用部分には、避難上有効な措置を施すこと。 

（７）巡回の回数を増す等、監視体制を強化すること。 

（防火区画等） 

第４  建築物の仮使用時の防火区画等については、次のとおりとする。 

（１）仮使用部分とその他の部分は、防火構造又は不燃材料の壁若しくは床で区画し、区画の開口部

には常時閉鎖している防火戸を設けるものとする。 



（２） 内装制限を要する防火対象物のうち、テナントの決定後に内装仕上げ等を行うものについても、

可能な限り建物全体について安全上、防火上及び避難上支障のないものとする。 

（現場検査） 

第５  仮使用部分については、仮使用前に建築物同意事務等取扱要綱（昭和５８年４月１日施行）第

６条及び第１０条の規定に準じて現場検査をするものとする。 

（特例措置） 

第６  建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第４条の１６の規定に基づく仮使用認定

申請書又は同規則第１１条の２の規定に基づく安全上の措置等に関する計画届を受理した防火対象 

物については、工事中の防火対象物の消防計画に関する取扱要領（平成１１年４月１日運用）に基

づく工事中における消防計画の届出がなされたものとみなす。 

 

 

     附  則 

 この基準は、平成３年４月１５日から施行する。 

     附  則 

 この基準は、平成７年７月１日から施行する。 

     附  則 

 この基準は、平成１１年４月１日から施行する。 

     附  則 

 この基準は、平成１３年４月１日から施行する。 

     附  則 

 この基準は、平成２２年４月１日から施行する。 

附  則 

 この基準は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 


